
【財産形成一般預金規程】 

 

１．（預入の方法等） 

（１）この預金は、３年以上の期間にわたって年１回以上定期的に事業主が預金者の給与か

ら天引きして預け入れるものとします。 

（２）この預金の預入れは、１口 1,000 円以上とします。 

（３）この預金については、通帳の発行にかえ、預入れの残高を年２回、２月と８月に通知

します。所属を通じて本人にあてて当組合が通知又は送付書類を発送した場合は、延

着し又は到着しなかったときでも通常到着すべきときに到達したものとみなします。 

２．（預金の種類・期間等） 

この預金は、預入れのつど、財産形成預金申込書の記載にしたがいそれぞれ預入日の１年

後の応当日を据置満了日、３年後を最長預入期限とする期日指定定期預金としてお預り

します。 

３．（自動継続） 

（１）この預金は自動継続扱とし、最長預入期限に自動的に期日指定定期預金として継続し

ます。継続された預金についても同様とします。 

（２）この預金の継続後の利率は、継続日における当組合所定の利率とします。ただし、こ

の預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとしま

す。 

４．（預金の支払い時期等） 

 この預金は、つぎに定める満期日以降に支払います。 

（１）満期日は据置期間満了日から最長預入期間までの間の任意に日を指定することがで

きます。 

（２）前項により満期日の指定がないときは、最長預入期間を満期日とします。 

５．（利息） 

（１）この預金の利息は、預入金額ごとにその預入日（継続した場合はその継続日）から満

期日の前日までの日数（以下「約定日数」といいます。）及び預入日（継続をした場

合はその継続日）現在における次の預入期間に応じた利率によって１年複利の方法

により計算し、この預金とともに支払います。（継続した場合は、元金に組入れます。） 

①預入日から満期日までの期間が１年以上２年未満の場合 

   ：預入日における店頭表示の期日指定定期預金の「１年以上２年未満」利率 

②預入日から満期日までの期間が２年以上の場合 

：預入日における店頭表示の期日指定定期預金の「２年以上３年以下」利率（以下

「２年以上利率」という。） 

 

（２）利率は、金融情勢の変化により変更することがあります。この場合新利率は変更日以

降に預入または継続される預金から適用します。 



（３）この預金を後記６．（１）により満期日前に解約する場合、その利息は預入日（継続

したときは最後の継続日）から解約日の前日までの期間についてつぎの利率（小数点

第３位以下は切り捨てます。）を用いて計算し、この預金とともに支払います。 

①６か月未満       解約日における普通預金の利率 

②６か月以上１年未満   ２年以上利率×４０％ 

③１年以上１年６か月未満 ２年以上利率×５０％ 

④１年６か月以上２年未満 ２年以上利率×６０％ 

⑤２年以上２年６か月未満 ２年以上利率×７０％ 

⑥２年６か月以上３年未満 ２年以上利率×９０％ 

（４）この預金の付利単位は１円とし、１年を３６５日として日割計算します。 

６．（預金の解約） 

（１）この預金は、当組合がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することは

できません。 

（２）この預金の全部又は一部を解約するときは、組合があらかじめ定める月ごとの解約日

の１か月以上前に、届出印により記入押印した事業主所定の払戻請求書を、所属を通

じて当組合に提出してください。 

（３）この預金は、解約する預金を指定せずに、預金残高の合計額の一部に相当する金額を

１万円以上万円単位の金額で払戻請求することができます。この場合、１口ごとの元

金累計額が払戻請求書記載の金額に達するまで、預入日から解約日までの日数の多

いものから解約します。 

７．（届出事項の変更等） 

  届出印を紛失したとき、又は、届出印、住所その他の届出事項に変更があった場合は、

届出印により記入押印した事業主所定の書面によって所属を通じて届け出てください。

この届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。 

８．（預金・積金共通規程の適用） 

  この積金には、本規程のほか、「預金・積金共通規程」が適用されるものとします。  

  以 上 


